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摂津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（抄） 
下線部分は改正箇所 

現   行 改 正 案 

  
(目的) (目的) 

第 1 条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進

について、情報システムの整備、情報通信技術の利用のた

めの能力又は利用の機会における格差の是正その他の情

報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必

要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の

利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、

もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

第 1 条 この条例は、情報通信技術(デジタル社会形成基本

法(令和 3 年法律第 35 号)第 2 条に規定する情報通信技術

をいう。以下同じ。)を活用した行政の推進について、情

報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は

利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を

利用する方法により手続等を行うために必要となる事項

を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上

並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生

活の向上に寄与することを目的とする。 
  

(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是

正) 
(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是

正) 
第 10 条 市は、情報通信技術を活用した行政の推進に当

たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよ

う、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分

でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることが

できるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及

第 10 条 市は、情報通信技術を活用した行政の推進に当

たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよ

う、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分

でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることが

できるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及
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び資質の向上のための施策その他の年齢、身体的な条件そ

の他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又

は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施

策を講ずるよう努めるものとする。 

び資質の向上のための施策その他の年齢、障害の有無等の

心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信

技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の

是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 
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摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（抄） 
下線部分は改正箇所 

現   行 改 正 案 

目次 目次 
第 1 章・第 2 章 略 第 1 章・第 2 章 略 
第 3 章 略 第 3 章 略 
 第 1 節・第 2 節 略  第 1 節・第 2 節 略 
 第 3 節 特例地域型保育給付費に関する基準(第 51 条・

第 52 条) 
 第 3 節 特例地域型保育給付費に関する基準(第 51 条・

第 52 条) 
 第 4 章 雑則(第 53 条) 

附則 附則 
  
(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意) 

第 5 条 略 第 5 条 略 
2 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった

場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第 4 項

で定めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当

該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織(特定教

育・保育施設の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使

用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。第 1 号において同じ。)を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に

 



議案第 56 号参考資料 4

掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)
により提供することができる。この場合において、当該特

定教育・保育施設は、当該文書を交付したものとみなす。 
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに

掲げるもの 
 

ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用

申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通

信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに記録する方法 

 

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録された前項に規定する重要事

項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、

当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方

法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申

出をする場合にあっては、特定教育・保育施設の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を

記録する方法) 

 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する方法 

 

3 電磁的方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力す  



議案第 56 号参考資料 5

ることにより文書を作成することができるものでなけれ

ばならない。 
4 特定教育・保育施設は、第 2 項の規定により第 1 項に規

定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、

当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法

の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を

得なければならない。 

 

(1) 第 2 項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施

設が使用するもの 
 

(2) ファイルへの記録の方式  
5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当

該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法

による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用

申込者に対し、第 1 項に規定する重要事項の提供を電磁的

方法によって行ってはならない。ただし、当該利用申込者

が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでな

い。 

 

  
(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意) 

第 38 条 略 第 38 条 略 
2 第 5 条第 2 項から第 5 項までの規定は、前項の規定によ

る文書の交付について準用する。 
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(特定教育・保育施設等との連携) (特定教育・保育施設等との連携) 
第 42 条 略 第 42 条 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 
(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の

提供を受けていた満 3 歳未満保育認定子ども(事業所内

保育事業を利用する満3歳未満保育認定子どもにあって

は、第 37 条第 2 項に規定するその他の小学校就学前子

どもに限る。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際

して、当該満 3 歳未満保育認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設

において受け入れて教育及び保育を提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の

提供を受けていた満 3 歳未満保育認定子ども(事業所内

保育事業を利用する満3歳未満保育認定子どもにあって

は、第 37 条第 2 項に規定するその他の小学校就学前子

どもに限る。以下この号及び第 4 項第 1 号において同

じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当

該満 3 歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において

受け入れて教育及び保育を提供すること。 
2・3 略  2・3 略 
4 略 4 略 

(1) 市長が、児童福祉法第 24 条第 3 項の規定による調整

を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地

域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子ども

を優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業

者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満

3 歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供さ

れるよう必要な措置を講じているとき。 

(1) 市長が、児童福祉法第 24 条第 3 項(同法附則第 73 条

第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事

業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未

満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特

定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終

了に際して、当該満 3 歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要

な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じている
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とき。 
(2) 略 (2) 略 

5 前項の場合(同項第 2 号に該当する場合に限る。)におい

て、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第 59 条第 1 項

に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が 20 人

以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるもの

を第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者とし

て適切に確保しなければならない。 

5 前項の場合(同項第 2 号に該当する場合に限る。)におい

て、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第 59 条第 1 項

に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が 20 人

以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるもの

を第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設と

して適切に確保しなければならない。 
(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

6～9 略 6～9 略 
  
 第 4 章 雑則 
  
 (電磁的記録等) 
 第 53 条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書

面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形その他の人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。)により行うことが規定されている

ものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録で
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あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。以下この条において同じ。)により行うことができ

る。 
 2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等

の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録によ

り作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に

代えて、第 4 項に定めるところにより教育・保育給付認定

保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下

この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組

織(特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教

育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条

において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお

いて「電磁的方法」という。)により提供することができ

る。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当

該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。 
 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに

掲げるもの 
 ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教

育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを

接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する
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方法 
 イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録された記載事項を電気通信

回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供

し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算

機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者のファ

イルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法によ

る提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をす

る場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録

する方法) 
 (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物をもって調製するファイルに記載事項を

記録したものを交付する方法 
 3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者が

ファイルへの記録を出力することにより文書を作成する

ことができるものでなければならない。 
 4 特定教育・保育施設等は、第 2 項の規定により記載事項

を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を

提供する教育・保育給付認定保護者に対し、その用いる次

に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁

的方法による承諾を得なければならない。 
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 (1) 第 2 項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施

設等が使用するもの 
 (2) ファイルへの記録の方式 
 5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、

当該教育・保育給付認定保護者から文書又は電磁的方法に

より電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった

ときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、記載事項

の提供を電磁的方法によって行ってはならない。ただし、

当該教育・保育給付認定保護者が再び同項の規定による承

諾をした場合は、この限りでない。 
 6 第 2 項から前項までの規定は、この条例の規定による書

面等による同意の取得について準用する。この場合におい

て、第 2 項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書

面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」

という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第 4 項」

とあるのは「第 6 項において準用する第 4 項」と、「提供

する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提

出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、同項

第 1 号イ及び第 2 号中「記載事項」とあるのは「同意に関

する事項」と、同項第 1 号イ中「提供を受ける」とあるの

は「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」

と、同項第 2 号中「交付する」とあるのは「得る」と、第

3 項中「前項各号」とあるのは「第 6 項において準用する
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前項各号」と、第 4 項中「第 2 項の」とあるのは「第 6
項において準用する第 2 項の」と、「記載事項を提供しよ

う」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供す

る」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第 1 号中

「第 2 項各号」とあるのは「第 6 項において準用する第 2
項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準

用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を

行わない」と、「記載事項の提供」とあるのは「この条例

の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるもの

とする。 
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摂津市環境の保全及び創造に関する条例（抄） 
下線部分は改正箇所 

 

現   行 改 正 案 

  
(地球温暖化の防止) (地球温暖化の防止) 

第 13 条の 2 市は、地球の温暖化を防止するため、温室効

果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化その

他必要な措置を講ずるものとする。 

第 13 条の 2 市は、地球の温暖化を防止するため、温室効

果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化

その他必要な措置を講ずるものとする。 
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摂津市道路の構造の技術的基準を定める条例（抄） 
下線部分は改正箇所 

現   行 改 正 案 

  
(交通安全施設) (交通安全施設) 

第 32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合におい

ては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連

絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを

設けるものとする。 

第 32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合におい

ては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、

視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規

則で定めるものを設けるものとする。 
  
 (歩行者利便増進道路) 
 第 43条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自

転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行

者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の

用に供する部分を設けるものとする。 
 2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正

かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利

便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この

場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街

灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、

物件又は施設を設けるものとする。 
 3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化
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の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)第 10 条第 1
項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する

道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。 
  
 (委任) 
 第 44 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 
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   摂津市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準を定め    
   る条例（抄） 

下線部分は改正箇所 

現   行 改 正 案 

目次 目次 
第 1 章 略 第 1 章 略 
第 2 章 歩道等(第 3 条―第 10 条) 第 2 章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造(第 3

条―第 10 条) 
第 3 章 立体横断施設(第 11 条―第 16 条) 第 3 章 立体横断施設の構造(第 11 条―第 16 条) 
第 4 章 乗合自動車停留所(第 17 条・第 18 条) 第 4 章 乗合自動車停留所の構造(第 17 条・第 18 条) 
第 5 章 自動車駐車場(第 19 条―第 29 条) 第 5 章 自動車駐車場の構造(第 19 条―第 29 条) 
第 6 章 略 第 6 章 略 
附則 附則 

  
(定義) (定義) 

第 2 条 略 第 2 条 略 
2 略 2 略 

(1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設(横
断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断

するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾

斜路、通路若しくは階段又は自動車駐車場の通路の幅員

(1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専

用道路、歩行者専用道路、立体横断施設(横断歩道橋、地

下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための

立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路
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から、縁石、手すり、路上施設又は歩行者の安全かつ円

滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施

設を設置するために必要な幅員を除いた幅員をいう。 

若しくは階段又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁

石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な

通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を

設置するために必要な幅員又は摂津市道路の構造の技

術的基準を定める条例(平成 25 年摂津市条例第 5 号。以

下「道路構造条例」という。)第 43 条第 1 項の歩行者の

滞留の用に供する部分の幅員を除いた幅員をいう。 
(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

  
第 2 章 歩道等 第 2 章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造 

  
(歩道) (歩道) 

第 3 条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、

歩道を設けるものとする。 
第 3 条 道路(自転車歩行者道を設ける道路、自転車歩行者

専用道路及び歩行者専用道路を除く。)には、歩道を設け

るものとする。 
  

(有効幅員) (有効幅員) 
第 4 条 歩道の有効幅員は、摂津市道路の構造の技術的基

準を定める条例(平成 25 年摂津市条例第 5 号。次項におい

て「道路構造条例」という。)第 11 条第 3 項に規定する幅

員の値以上とするものとする。 

第 4 条 歩道の有効幅員は、道路構造条例第 11 条第 3 項に

規定する幅員の値以上とするものとする。 

2 略 2 略 
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 3 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造条例第 41
条第 1 項に規定する幅員の値以上とするものとする。 

 4 歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造条例第 42 条第 1
項に規定する幅員の値以上とするものとする。 

3 前 2 項に規定するもののほか、歩道等の有効幅員は、当

該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定め

るものとする。 

5 前各項に規定するもののほか、歩道等又は自転車歩行者

専用道路若しくは歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専

用道路等」という。)の有効幅員は、当該歩道等又は自転

車歩行者専用道路等の高齢者、障害者等の交通の状況を考

慮して定めるものとする。 
  

(舗装) (舗装) 
第 5 条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させる

ことができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、

気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合に

おいては、この限りでない。 

第 5 条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、雨

水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするも

のとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の

状況によりやむを得ない場合においては、この限りでな

い。 
2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけ

の良い仕上げとするものとする。 
2 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、平たん

で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものと

する。 
  

(勾配) (勾配) 
第 6 条 歩道等の縦断勾配は、5 パーセント以下とするもの

とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

第 6 条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の縦断勾配は、

5 パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況



議案第 59 号参考資料 18

むを得ない場合においては、8 パーセント以下とすること

ができる。 
その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、

8 パーセント以下とすることができる。 
2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1 パーセ

ント以下とするものとする。ただし、前条第 1 項ただし書

に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、2 パーセント以下とする

ことができる。 

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)又は自転車歩行者専用道

路等の横断勾配は、1 パーセント以下とするものとする。

ただし、前条第 1 項ただし書に規定する場合又は地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において

は、2 パーセント以下とすることができる。 
  

第 3 章 立体横断施設 第 3 章 立体横断施設の構造 
  

(エレベーター) (エレベーター) 
第 12 条 略 第 12 条 略 

(1) 籠の内法
のり

幅及び内法
のり

奥行きは、それぞれ 1.5 メートル

以上とすること。 
(1) 籠の内法

のり

幅及び内法奥行きは、それぞれ 1.5 メートル

以上とすること。 
(2) 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエ

レベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる

構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる

装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法
のり

幅

は 1.4 メートル以上とし、内法
のり

奥行きは 1.35 メートル以

上とすること。 

(2) 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエ

レベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる

構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる

設備が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅

は 1.4 メートル以上とし、内法奥行きは 1.35 メートル以

上とすること。 
(3)・(4) 略 (3)・(4) 略 
(5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類 (5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類
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するものがはめ込まれていることにより、籠外から籠内

が視覚的に確認できる構造とすること。 
するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に

画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外

にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる

構造とすること。 
(6)・(7) 略 (6)・(7) 略 
(8) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を

表示する装置を設けること。 
(8) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を

表示する設備を設けること。 
(9) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入

口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 
(9) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入

口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設けること。 
(10)～(12) 略 (10)～(12) 略 
(13) 停止する階が 3以上であるエレベーターの乗降口に

は、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を

設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸

が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置

が設けられている場合においては、この限りでない。 

(13) 停止する階が 3以上であるエレベーターの乗降口に

は、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備を

設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸

が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備

が設けられている場合においては、この限りでない。 
  

(傾斜路) (傾斜路) 
第 13条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路

(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる構造とする

ものとする。 

第 13条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路

(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲

げる構造とするものとする。 
(1)～(10) 略 (1)～(10) 略 
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第 4 章 乗合自動車停留所 第 4 章 乗合自動車停留所の構造 
  

第 5 章 自動車駐車場 第 5 章 自動車駐車場の構造 
  
(便所) (便所) 

第 27 条 略 第 27 条 略 
  
第 28 条 略 第 28 条 略 

(1) 第 22条に規定する通路と便所との間の経路における

通路のうち 1 以上の通路は、同条各号に定める構造とす

ること。 

(1) 第 22条に規定する通路と便所との間の経路における

通路のうち 1 以上の通路は、同条各号に掲げる構造とす

ること。 
(2)～(6) 略 (2)～(6) 略 

2・3 略 2・3 略 
  

(視覚障害者誘導用ブロック) (視覚障害者誘導用ブロック) 
第 31 条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所

及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化

のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導

用ブロックを敷設するものとする。 

第 31 条 歩道等、自転車歩行者専用道路等、立体横断施設

の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、

視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認めら

れる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものと

する。 
2・3 略 2・3 略 
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(休憩施設) (休憩施設) 
第 32 条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を

設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するため

の施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、この限りでない。 

第 32 条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等には、適当な

間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、

これらの機能を代替するための施設が既に存する場合そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、こ

の限りでない。 
  

(照明施設) (照明施設) 
第 33 条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続し

て設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及

び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合に

おいては、この限りでない。 

第 33 条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施

設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、

夜間における当該歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立

体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合におい

ては、この限りでない。 
2 略 2 略 

 
 

 
  


